
独立監査人の監査報告書


成� 21年� 6 .F.l1 0日


学技法人武蔵野築術大学 


雑事会御中 


東邦藍護法人

指定 社 員 公 認 会 計 士 急 �  U 主
鶏務執行社員

指定社員
公認会計士 -3(手法~:J

業務執行社員� 

当壁査法人は、私立学校振興助成法第� 14条第� 3項の規定に基づく監査報告を行うため、思和� 

5 1年� 7丹� 13釘付け文部省告玉沢第� 135号に基づき、学校法人武蔵野美祷大学の平成� 20年変

{平成 20年� 4 .F.l1日から平成� 21年� 3月� 31日まで)の計算審類、すなわち、資金収支軒算審{人

件費支部内訳襲安含む。〉、潜費i設3主計算審泉び貸f昔対照表{閤定資E表明細表、借入金明細表及び基本金明締

表を含む。)1こついて監査を行った。この許参事書類の作成責任は理事者にあり、当監査法人の讃任は独立

の立場から計算書額に対する意晃を畿暁すること記ある。

当壊をま転法人は、我が国において一般に金玉妥当と認められる数査の基準に準拠して監査を行っ

た。監護の基準は、当監査法人に計算審類に重要な虚鵠の若提示がえ主いかどうかの合理的な保証を

得ることを求めている。監査は、拭ままを基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も合め全体としての計算審類の表示を検

討することを含んでいる。き話監支援法人は、監査の結果として意見表明のための合瑚的な基礎を得

たと判新している。

き話監魔法人は、上記の計葬議事類が、学技法人会計基準{昭和46年文部省令第 18iま)に準拠して、学

校法人武織野美術大学の平成21年3.F.l3113をもって経了する余計年震の経営の状況及び問日現在の員才教状態

をすべての麓要な点において漉正に表示しているものと認める。

学技法人と当監査法人文は業務執行杜員との聞には、公総合計士法の規定により記載すべき科 


鑓捺はない。


以上 



